
 

 

「症状としての 

安定性」が不安定

になっている。 
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これだけで、 
要介護 1 「状態不安定」 
の理由になりますか？ 

主治医意見書の「症状としての安定性」に「不安定」との記載

があっても、それだけを根拠に状態が不安定と選択判断するこ

とはできません。主治医意見書及び認定調査の特記事項をも

とに、介護の手間の増大にともない、おおむね６か月以内に介

護度の再評価が必要かどうかという観点から判断してください。 

    （介護認定審査会委員テキスト P27）
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